
第３４号議案 

   令和３年度芦屋市一般会計補正予算（第１５号） 

  令和３年度芦屋市の一般会計補正予算（第１５号）は，次に定めるところによる。 

 （繰越明許費の補正） 

第１条 繰越明許費の変更は，「第１表繰越明許費補正」による。 

   令和４年２月２８日提出 

芦屋市長 伊 藤  舞    
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変　更

第 １ 表 繰 

款 項

０３民　生　費 ０３児 童 福 祉 費
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　子育て世帯臨時特別給付金支給事業

 越 明 許 費 補 正

事　　　　　　　　業　　　　　　　　名
補　　 正　　 前

（単位　千円）

補　　 正　　 後

金　　　　　　額 金　　　　　　額

9,074 112,646
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　        令和３年度芦屋市一般会計補正予算（第15号）の繰越明許費の内容 　　　　

現計予算額
(第15号補正後)

子育て世帯臨時特別給付金支給事業 1,034,882 112,646
需用費・役務費・負担
金，補助及び交付金

合　　　　計 1,034,882 112,646

第３４号議案説明資料

（単位 千円）

事 　 　業 　 　名 繰越明許費 主な内容
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令和３年度一般会計補正予算（第15号）について

（繰越明許費の変更）

事業名 子育て世帯臨時特別給付金支給事業

歳出科目 事 業 概 要

民生費
- 児童福祉費
- 児童福祉総務費

国の経済対策による「子育て世帯臨時特別給付金支給事業」（子育て世帯の生活を支
援する取組として，児童手当（本則給付）の所得要件に該当する０歳から１８歳までの児童
を養育する世帯等に対し，児童１人につき１０万円を支給）の繰越明許費について，補正
予算第１３号において４月申請受付分の給付に要する見込額を設定したが，事業年度に
関する国の取扱いが示されたため，３月までの申請受付であっても３月末日までの支出に
間に合わない場合における所要額を追加するもの。

変 更 前 変 更 後

9,074 112,646

（単位 千円）
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